
　　　 朝日町 燃料費 高騰対 策支援 金交付 要綱  

 

　（趣 旨）  

第１条 　この 要綱は 、エネ ルギー 等の物 価高騰 に連 動する 光熱費 ・燃料 費の高 騰に

直面 した事 業者に 対し、 予算の 範囲内 におい て朝 日町燃 料費高 騰対策 支援金 （以

下「 支援金 」とい う。） を交付 するこ とに関 し必 要な事 項を定 めるも のとす る。  

　（定 義）  

第２条 　この 要綱に おいて 「事業 者」と は、町 内に 事業所 又は事 務所を 有する 個人

及び 法人で あって 、町内 におい て事業 を営む もの をいう 。  

　（交 付対象 者）  

第３条 　支援 金の交 付を受 けるこ とがで きる事 業者 は、次 の各号 に掲げ る要件 を全

て満 たすも のとす る。  

(１ )　主た る事業 が、別 表第１ （分類 は「日 本標 準産業 分類」 による ）に記 載す

る 各業種 のいず れかに 該当し ている 事業者  

(２ )　 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 任 意 の １ 年 間 に お い て

「 水道光 熱費」 及び「 燃料費 」等に 経理さ れる 費用の うち、 電気料 、ガス 、灯

油 、軽油 、重油 、ガソ リンの 合計額 （以下 「費 用額」 という 。）が 年間１ ００

万 円を超 える事 業者  

(３ )　暴力 団又は 暴力団 員に関 与して いない こと 。  

（支 援金の 額等）  

第４条 　支援 金の額 は、別 表第２ に定め るもの とす る。  

（交 付申請 ）  

第５条 　支援 金の交 付を受 けよう とする 者は、 朝日 町燃料 高騰対 策支援 金交付 申請

書（ 様式第 １号） に次の 各号に 掲げる 書類を 添え て町長 に提出 するも のとす る。  

(１ )　町内 におけ る営業 実態が 確認で きる資 料  

　 (２ )　任意 の１年 間にお ける費 用額が 確認で きる 資料  

　（申 請期間 ）  

第６条 　支援 金の申 請期間 は、令 和８年 ６月１ 日か ら令和 ８年８ 月３１ 日まで とす

る。  

 



（誓 約・同 意事項 ）  

第７条 　支援 金は、 次の各 号のい ずれに も誓約 し、 同意し た者で なけれ ば、交 付し

ない ものと する。  

　 (１ )　第３ 条の要 件を満 たして いるこ と。  

　 (２ )　交付 申請書 の記載 事項及 び関係 書類に 虚偽 がない こと。  

(３ )　検査 、報告 又は是 正のた めの措 置の求 めが あった 場合は 、これ に応じ るこ

と 。  

　 (４ )　町の 職員が 交付要 件確認 のため に、申 請者 の申告 状況等 を確認 するこ と。  

(５ )　支援 金の交 付決定 後、申 請要件 に該当 しな い事実 や不正 等が発 覚し、 支援

金 の交付 決定が 取り消 され、 支援金 の返還 を命 じられ た場合 は、こ れに応 じる

こ と。こ の場合 におい て、町 長が支 援金の 返還 を命じ たにも かかわ らず、 返還

す べき支 援金の 全部又 は一部 が納付 されな かっ たとき は、納 期日の 翌日か ら納

付 の日ま での日 数に応 じ、そ の未納 額に対 して 年１０ ．９５ パーセ ントの 割合

で 計算し た延滞 金を支 払うこ と。  

　 (６ )　申請 事業者 の代表 者、役 員又は 使用人 その 他の従 業員若 しくは 構成員 等が、

朝 日町暴 力団排 除条例 （平成 ２４年 朝日町 条例 第１号 ）第２ 条第１ 号に規 定す

る 暴力団 、同条 第２号 に規定 する暴 力団員 又は 第６条 に規定 する暴 力団若 しく

は 暴力団 員と密 接な関 係を有 する者 （以下 「密 接関係 者」と いう。 ）に該 当せ

ず 、かつ 、将来 にわた っても 該当し ないこ と。 申請事 業者の 経営に 暴力団 、暴

力 団員及 び密接 関係者 が、事 実上参 画して おら ず、当 該事実 確認を するた め、

必 要な事 項を富 山県警 察本部 刑事部 組織犯 罪対 策課長 に照会 する場 合があ るこ

と 。  

（支 援金の 交付決 定等）  

第８条 　町長 は、前 条の申 請書の 提出が あった とき は、そ の内容 を審査 し、支 援金

交付 の可否 の決定 を行う ものと する。  

２　町 長は、 前項の 決定を 行った ときは 、当該 対象 者に通 知する ものと する。  

（支 援金の 請求）  

第 ９ 条 　 支 援 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 朝 日 町 燃 料 費 高 騰 対 策 支 援 金 請 求 書

（様 式第２ 号）に より、 町長に 請求す るもの とす る。  

 



　（支 援金の 返還）  

第１０ 条　町 長は、 偽りそ の他の 不正行 為によ り支 援金の 交付を 受けた 者があ ると

きは 、当該 支援金 の全部 又は一 部を返 還させ るこ とがで きる。  

　（委 任）  

第１１ 条　こ の要綱 に定め るもの のほか 、支援 金の 支給に 関し必 要な事 項は、 町長

が別 に定め る。  

　　　 附　則  

　この 告示は 、令和 ８年６ 月１日 から施 行する 。  



別表第 １（第 ３条関 係）  

 

別表第 ２（第 ４条関 係）  

 
区分 業種

 
大分 類Ｅ  

製造 業

中分 類  

０９ 　食品 製造 業　か ら  

３２ 　その 他製 造業　 まで

 
大分 類Ｈ  

運輸 業、郵 便業

中分 類  

４３ 　道路 旅客 運送業  

４４ 　道路 貨物 運送業

 
大分 類Ｉ  

卸売 業、小 売業

細分 類  

５８ ６１　 菓子 小売業 （製造 小売）  

５８ ６３　 パン 小売業 （製造 小売）

 
大分 類Ｍ  

宿泊 業、飲 食サー ビス業

中分 類  

７５ 　宿泊 業

 
大分 類Ｎ  

生活 関連サ ービス 業、娯 楽業

小分 類  

７８ ４　一 般公 衆浴場 業  

７８ ５　そ の他 の公衆 浴場業

 
年間 燃料費 等合計 額 支援 金額

 
１０ ０万円 ～２０ ０万円 未満 １５万 円

 
２０ ０万円 ～３０ ０万円 未満 ３０万 円

 
３０ ０万円 ～４０ ０万円 未満 ４５万 円

 
４０ ０万円 ～５０ ０万円 未満 ６０万 円

 
５０ ０万円 ～１， ０００ 万円未 満 ７５万 円

 
１， ０００ 万円～ ２，０ ００万 円未満 １ ５０万 円

 
２， ０００ 万円～ ３，０ ００万 円未満 ３ ００万 円

 
３， ０００ 万円～ ４，０ ００万 円未満 ４ ５０万 円

 
４， ０００ 万円～ ５，０ ００万 円未満 ６ ００万 円

 
５， ０００ 万円超 ７ ５０万 円


